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本市の助成金制度の変遷

中小企業アジア環境ビジネス
展開支援事業

特別枠

H23

助成対象企業の範囲拡大
中小企業基本法中小企業→会社法大会社以外

助成対象事業者の拡大
市外中小企業も対象に ※要・市内中小企業との連携

実証事業の助成上限額引き上げ
500万円→600万円

サステナブル環境ビジネス展開事業

R4年度以降は
サステナブルに１本化

（年度）

他制度との連携
・脱炭素電力認定企業への加点
・外国人材（高度人材）雇用時に優遇

R2年度から助成対象企業の
範囲を拡大した助成金との
２本立てで実施

他制度との連携
・脱炭素電力認定企業への加点
・外国人材（高度人材）雇用時に優遇

助成対象事業者・対象事業の拡大
・市外中小企業単独での申請も対象に（条件あり）
・研究開発中の技術製品も対象に



事業概要

１ 助成内容

(1) 対象案件
環境への負荷低減に寄与し、「SDGs推進」及び「サーキュラーエコノミー推進」に
資すると認められる環境関連技術・製品による、

①現地ニーズに適合させるための実証試験
②ビジネスモデル構築のためのFS

既に国内で販売中もしくは研究開発中の技術・製品であり、それを海外
展開するための想定国・地域におけるビジネスモデルを構築するもの。

既に国内で販売中もしくは研究開発中の技術・製品であり、それを海外
展開しようと現地で準備を進めている案件で、本事業の補助により、現地
ニーズに合わせた仕様に変更して実証試験をすることで、売り先の理解が
深まり、確実な販路促進につながるもの。
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対象案件のイメージ



採択実績（令和２年度〜令和５年度）
年度 実証

/FS 採択企業 事業名

令和
2

実証 ㈱ビートルエンジニ
アリング インドネシアの都市廃棄物を活用した国営肥料会社との堆肥化実証事業

FS

アミタ㈱ 産業廃棄物のセメント代替原料・燃料化事業のインドネシア展開可能性調査
㈱ウエルクリエイト マレーシア国における安全な野菜の安定確保と栄養状態の改善に資するサプ

ライチェーン構築のための調査事業
シャボン玉石けん㈱ 気候変動に深刻な影響を及ぼすタイ国の森林火災に対応する低環境負荷型石

けん系消火剤のFS調査
㈱ワンワールド 海洋ごみを直接処理し燃料油・炭に再生資源化する油化炭化装置

令和
3

FS

アミタ㈱ 産業廃棄物のセメント代替原料・燃料化事業のインドネシア展開可能性調査
㈱ビートルエンジニ
アリング インドネシアの廃棄物最終処分場における資源循環可能性調査事業

シャボン玉石けん㈱ 気候変動に深刻な影響を及ぼすタイ国の森林火災に対応する低環境負荷型石
けん系消火剤のFS調査

令和
４

実証 シャボン玉石けん㈱ 低環境負荷型石けん系消火剤のタイ国チェンマイでの実証事業

FS アステック入江㈱ 東南アジア地域におけるASシステムの拡販に向けての有効性調査

令和
５

実証 綜合建物サービス㈱ カンボジア国シェムリアップ市で無分別廃棄物の再資源化実証実験

FS

㈱ウエルクリエイト マレーシア国における食品残渣発酵分解装置を核にしたメリーズシステムに
関するビジネスモデル構築のための調査業務

㈱松本光春商店 廃ガラス再資源化事業 カンボジア王国FS調査

シャボン玉石けん㈱ 森林火災が多発するタイ国チェンライ、メーホンソーン、スコータイ等の消
火戦術調査

※令和２〜３年度は、新型コロナウィルスの影響で海外渡航制限が継続しているため、特例として同一案件を継続
採択した。



１ 助成内容
(２) 助成対象者
海外で実証試験またはＦＳを実施する中小企業のうち、下記①～③のいずれかの該当
するもの。
①市内中小企業
②市内中小企業と連携する市外中小企業
③市内に事務所、事業所を置き、新たに助成金の交付対象となる事業を開始しよう

とする中小企業
※ 市内企業：北九州市内に事業所を有する企業
※ 中小企業：会社法第二条第６項に規定する大会社に該当しない企業
※ 市内中小企業と連携：

市内中小企業と共同で事業を実施する、または同社が保有する環境関連技術
や製品を活用して事業を行うこと。

(３) 助成期間：採択決定（７月頃）後～２月末まで（１年以内）

(４) 助成金額 実証 助成限度額６００万円（助成対象経費の１／２以内）
ＦＳ 助成限度額２００万円（助成対象経費の１／２以内）

(５) 助成対象経費
土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費、保守・改造修理費、人件費(※)、

消耗品費、旅費、外注費、諸経費 ※人件費は経費全体の40%以内

事業概要



事業概要
２ 審査基準

(1) 実施体制・・・・・・事業実施体制が妥当か

(2) 施策の適合性・・・・本市の環境施策に適合しているか
(3) 事業化の可能性・・・ビジネスモデルが明確で、早期の事業化が見込まれるか
(4) 計画性・・・・・・・【実証】事業の実証場所が確保され、実証内容が具体的か

【ＦＳ】事業の想定国・地域や調査内容が具体的か
(5) 事業の優位性・・・・事業展開における競争的優位性が見込まれるか
(6) 環境への負荷低減・・温室効果ガス削減など環境への負荷低減貢献度が高いか
(7) 事業趣旨への適合性・「SDGs推進」または「サーキュラーエコノミー推進」

に資するか
(8) 地域社会への還元・・将来的に市内経済への還元や地域の活性化に結びつくこ

とが見込まれるか

R4年度から「北九州市脱炭素電力
認定制度」に認定されている場合
は、審査の際、加点対象となりま
す。

北九州市脱炭素電力認定制度との連携



【R4〜】他制度との連携



【R4〜】他制度との連携



令和６年度スケジュール
令和６年

４月１５日（月） 公募開始

５月２４日（金） 公募受付〆切

５月２７日（月）～ 当課によるヒアリング・事前評価

６月中旬 審査会

７月１日（予定） 採択決定

１０月下旬 第１回中間検査（進捗確認・経理資料確認）

令和７年

1月中旬 第２回中間検査（実績報告案・経理資料確認）

２月２８日（金） 実績報告〆切

～３月７日（金） 確定検査

3月下旬 助成金支払



手続きフロー（交付申請〜交付決定まで）

公
募
開
始

事
業
開
始

申請書ダウンロード

事前相談

申請書提出

事前審査

審査会開催

交付決定

審査会でプレゼン

5月24日〆

4月15日 7月1日

6月中旬

事業者の動き

市の動き

・環境国際戦略課HPより

・申請書の内容を元に、
事業者へヒアリング

・事業内容説明
・審査委員からの質疑応答対応

・交付決定通知書送付

・事業内容、必要書類の確認など



手続きフロー（事業開始〜支払まで）

事
業
開
始

助
成
金
支
払

事業者の動き

市の動き

中間検査1回目

中間検査2回目

実績報告書提出

確定検査

助成金額確定

請求

中間検査1回目

中間検査2回目

・事業の進捗報告、支出済み経費資料提出

・実績報告書（仮）、支出済み経費資料提出

・事業の進捗確認、
支出済み経理資料の確認

・実績報告書（仮）の記載内容、
支出済み経理資料の確認

・請求書提出

・実績報告書、経理書類の最終確認

・確定通知書送付

2月28日〆10月 1月

3月下旬7月1日

※変更申請用件に該当する場合は、必ず事前に
変更申請書を提出し、市の承認を受けること



資料のダウンロード方法

←QRコードから、下記のホームページへリンク



①

②

資料のダウンロード方法
助成金紹介ページの場所について



資料のダウンロード方法

・
・
・ スクロール・・・③

④ こちらから申請書類を
ダウンロードして頂けます


